
課 税 取 引 金 額 計 算 表 

（平成  年分）                               （事業所得用） 

科 目 
Ａ 

 
決 算 額 

Ｂ 
Ａのうち課税取引に
ならないもの 

Ｃ（Ａ－Ｂ） 
 

課税取引金額 

売 上 （収 入） 金額 

（ 雑 収入 を含 む） 
① 

円 

 

円 

 

円 

 

売

上

原

価 

期首商品棚卸高 ②    

仕 入 金 額 ③    

小  計 ④    

期末商品棚卸高 ⑤    

差 引 原 価 ⑥    

差 引 金 額 ⑦    

経

費 

租 税 公 課 ⑧    

荷 造 運 賃 ⑨    

水 道 光 熱 費 ⑩    

旅 費 交 通 費 ⑪    

通 信 費 ⑫    

広 告 宣 伝 費 ⑬    

接 待 交 際 費 ⑭    

損 害 保 険 料 ⑮    

修 繕 費 ⑯    

消 耗 品 費 ⑰    

減 価 償 却 費 ⑱    

福 利 厚 生 費 ⑲    

給 料 賃 金 ⑳    

外 注 工 賃 ○21     

利 子 割 引 料 ○22     

地 代 家 賃 ○23     

貸 倒 金 ○24     

 ○25     

 ○26     

 ○27     

 ○28     

 ○29     

 ○30     

雑 費 ○31     

計 ○32     

差 引 金 額 ○33     

※  Ｂ欄には、非課税取引、輸出取引等、不課税取引を記入します。 
また、売上原価・経費に特定課税仕入れに係る支払対価の額が含まれている場合には、その金

額もＢ欄に記入します。



記 入 上 の 留 意 点 

  １ Ｂ欄には、非課税取引、輸出取引等、不課税取引を記入します。  

また、売上原価・経費に特定課税仕入れ（※）に係る支払対価の額が含まれている場合

は、その金額もＢ欄に記入します。  

 （注） 一般課税で申告をする事業者で課税売上割合が 95％未満の事業者は、Ｂ欄に含まれ

ている特定課税仕入れの額を申告書別表「特定課税仕入れがある場合に課税標準額等

の内訳書」（以下「別表」といいます。）③欄及び付表２⑩欄へ移記します。  

なお、一般課税で申告する事業者のうち課税売上割合が 95%以上の事業者、簡易課

税制度の適用がある事業者は、特定課税仕入れの額を別表③欄及び付表２⑩欄へ移記

する必要はありません。 

 

 

 

 

 

２ 課税仕入れにつき、返品をし、又は値引き若しくは割戻しを受けた金額（「仕入対価の返

還等の金額」といいます。）がある場合に、所得税の計算上、その仕入対価の返還等の金額

を仕入金額から減額する方法で経理しないで売上（収入）金額に含めている場合には、その

仕入対価の返還等の金額に係る消費税額は、課税仕入れに係る消費税額の計算上控除するこ

とになりますから、例えば、仕入先からのリベート収入分が①Ａ欄に含まれている場合には、

そのリベート収入の金額を①Ｂ欄に加算して記入します。  

 

３ 課税売上げにつき返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをした金額（「売上対価の返還

等の金額」といいます。）がある場合に、所得税の計算上、売上（収入）金額から減額しな

い方法で経理して経費に含めている場合には、その売上対価の返還等の金額に係る消費税額

は、納付すべき消費税額の計算上、課税売上げに係る消費税額から控除することになります

から、例えば、売上先に対する支払リベートを経費に含めている場合には、その支払リベー

トの金額をＢの該当する欄に加算するとともに、申告書（一般用・簡易課税用）の⑤欄に次

の算式で計算した金額（１円未満の端数切捨て）を記入します。  

 

  

 

(注 ) 売上対価の返還等の基となった課税売上げが４％の税率の適用されたものであ

る場合は、  を掛けて計算し、その金額を申告書（一般用・簡易課税用）の⑤

欄に記入します。  

※  特 定 課 税 仕 入 れ に 係 る 支 払 対 価 の 額 と は 、 国 外 事 業 者 か ら 「 事 業 者 向 け 電 気

通 信 利 用 役 務 の 提 供 」（ イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 じ た 広 告 の 配 信 ・ 掲 載 な ど の 役 務

の 提 供 ） を 受 け た 場 合 に 支 払 っ た 対 価 の 額 を い い ま す 。  

詳しくは、「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について（国内事業

者の皆さまへ）（平成 27 年 5 月）」をご覧ください。（国税庁ホームページからダウンロード

できます。（www.nta.go.jp））  

経費に含めている売上対

価の返還等の金額  
× 

申告書（一般用・簡易課税用）

の⑤欄に記入する金額  108 

6.3 
＝  

105 

４ 
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